
生活保護受給者の健康管理支援の推進 ～被保護者健康管理支援事業～

• 生活保護受給者を対象に、日常生活の自立や就労・社会参加に向けた生活機能の維持・向上を目的として、医療保険のデータヘ

ルスを参考に、生活習慣病の発症・重症化予防の取組や、健康教育・健康相談の取組を実施。

※生活保護受給者の多くは公的医療保険の被保険者となっておらず、医療保険者が実施する保健事業の対象となっていない。

• 令和３年から全福祉事務所で実施。令和８年３月に、福祉事務所の課題（専門職不足・ノウハウ不足等）や、第３期データヘル

ス計画（令和６～11年度）の取組状況を踏まえ、事業の枠組みについて見直しを実施。【R12～本格実施】

＜健康管理支援事業の全体の流れ＞
＜保健事業の３つの柱と取組例＞

＜関係部門との連携＞

A 健康状態の
把握

B 状態に応じた
個別的支援

C 健康教育や
普及啓発等

（健診の実施）
※保健衛生部門

医療機関受診勧奨 健康だより等の発行

健診受診勧奨 保健指導・生活支援
庁内の施策の案内

(健康教室、健康ポイント等)

生活習慣把握
主治医と連携した保健指導・

生活支援（重症化予防）

地域の社会資源の案内
(サロン・ボランティア等)

検診受診勧奨
庁内関係部署へのつなぎ

(健康相談、精神、介護予防等)

就労支援の来所日を
活用した健康相談等

地域の関係機関へのつなぎ
(健康サポート薬局、自助グループ等)

保健衛生部局

データヘルス
計画所管部局

福祉事務所

• 被保護者向け健診等
• 健康教室、健康相談等

拡充

強化

• ６年１期で、健康課題を踏まえた事業方針の作成と評価を実施

• 個別の保健事業内容は、毎年度の振り返りを経て、着実に改善

• 自治体間比較や全国的な状況把握等を通じて、国・都道府県が支援

専門職の確保が困難な自治体でも実施可能な取組、福祉事務所以外の実施
主体に専門的な対応を委ねる取組など取組例を追加

• データヘルス計画
• 保健事業の企画

ノウハウ・
健康課題等の共有

• 健康管理支援事業等

・ 現状の整理および健康課題の抽出

・ 評価指標の設定を含めた事業方針の作成

１ 事業方針の作成（６年に１度）

計画
Plan

① 保健事業の内容の検討

② 保健事業の実施

③ 保健事業の振り返り

２ 保健事業の実施（毎年）

実行
Do

・ 事業方針の評価と次期事業方針への反映

３ 事業方針の評価（６年に１度）
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